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一般財団法人岩手県職員互助会事業規程 

 

 

 （趣旨） 

第 1 条 この規程は、一般財団法人岩手県職員互助会運営規則（以下「規則」という。）第 9 条の規定に

より、給付等（以下「給付等」という。）の条件及び額等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （被扶養者） 

第 2 条 この規程において、被扶養者の範囲については、地方職員共済組合の被扶養者の例による。 

 （条件・額等） 

第 3 条 給付等の条件、額、請求書類等は、給付の種類に応じ、別表に掲げるところによる。 

 （請求） 

第４条 給付等の請求をする場合は、請求書に必要な書類を添え、理事長に提出しなければならない。た

だし、療養給付金の給付は、社会保険診療報酬支払基金又は会員から地方職員共済組合岩手県支部に請

求のあった診療報酬請求明細書、療養費請求書又は家族療養費請求書に基づいて行う。 

   附 則 

１ この規程は、規則施行の日から施行する。 

２ 会員のうち、昭和 25 年 11 月 1 日以前から規則第 3 条第 2 項に規定する職員として引き続き在職した

者の会員期間の計算については、規則第 5 条の規定にかかわらず、昭和 25 年 11 月 1 日以前における国、

都道府県又は市町村の職員として引き続き勤務した期間については、その 5 割の期間を会員たる期間と

みなす。 

   附 則 

 この規程は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和 50 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和 52 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、昭和 55 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前に給付事由が生じた保育料、療養見舞金及び互助謝金については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、昭和 56 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 1 の改正規程中被扶養者療養費に係る

部分は、昭和 56 年 3 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和 57 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和 58 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和 59 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和 59 年 10 月 1 日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、昭和 61 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 事実発生の日が、この規程の施行日以前に係るものについての別表第 1 及び第 2 の運用については、

なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、昭和 62 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 
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 この規程は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成元年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成元年 6 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 2 年 4 月 1 日から施行する。ただし、別表第 2 中保健活動助成の項の(4)の改正規程は、

平成 2 年 3 月 31 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 3 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 施行日の前日から引き続き会員であった者で、平成 3 年度に中学校を卒業した子を有する者について

は、この規程による給付の請求ができるものとする。 

３ 施行日の前日に会員であった者で、平成 2 年度以前に中学校を卒業した子を有する者が、施行日以降

この規程による改正前の規程の就学祝金の要件を満たしたときは、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この規程による改正後の財団法人岩手県職員互助会事業規程のうち介護給付金の規定は、平成 7 年 1

月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 平成 10 年 3 月 31 日以前から引き続き会員の資格を有する会員の生きがい対策支援助成金（会員の資

格喪失の日が平成 14 年 4 月 1 日以前であるものに限る。）について、この規程による改正後の財団法人

岩手県職員互助会事業規程（以下「改正後の規程」という。）別表第 2 に規定する生きがい対策支援助

成金額が、次の表の左欄に掲げる資格喪失の区分に応じて同表の右欄に掲げる額に達しないこととなる

場合は、改正後の規程別表第 2 の規定にかかわらず、それぞれ当該額を改正後の規程別表第 2 の規定に

よる生きがい対策支援助成金とする。 

 

 

区      分 給 付 の 内 容 

平成 10 年 4 月 1 日に資格を喪失

する会員の場合 

 平成 10 年 4 月 1 日に資格を喪失した場合の改正前の財団法人

岩手県職員互助会事業規程別表第 2の退職生業資金の項の例によ

り算出した額（以下「基準額」という。）の 100 分の 100 に相当

する額 

平成 10 年 4 月 2 日から平成 11 年

4 月 1 日までの期間に資格を喪失

する会員の場合 

 基準額の 100 分の 80 に相当する額と平成 10 年 4 月 1 日以降

の会員期間の掛金累計額の 100 分の 20 に相当する額（以下「新

助成額」という。）の合計額 

平成 11 年 4 月 2 日から平成 12 年

4 月 1 日までの期間に資格を喪失

する会員の場合 

 基準額の 100 分の 60 に相当する額と新助成額の合計額 

平成 12 年 4 月 2 日から平成 13 年

4 月 1 日までの期間に資格を喪失
 基準額の 100 分の 40 に相当する額と新助成額の合計額 
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する会員の場合 

平成 13 年 4 月 2 日から平成 14 年

4 月 1 日までの期間に資格を喪失

する会員の場合 

 基準額の 100 分の 20 に相当する額と新助成額の合計額 

３ 国から給与の支払を受ける会員で、勧奨退職により資格を喪失するものについての前項の規定の運用

については、同項中「4 月 1 日」とあるのは「4 月 2 日」と、「4 月 2 日」とあるのは「4 月 3 日」と読

み替えるものとする。 

４ 前 2 項に規定する生きがい対策支援助成金の給付方法等については、理事長が別に定める。 

   附 則 

１ この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 事実の発生の日が、この規程の施行日以前に係るものについての別表第 2 の適用については、なお従

前の例による。 

３ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11年法律第 87号）の施行に伴い、

平成 12 年 4 月 1 日に資格を喪失するものについては、同日から平成 13 年 3 月 31 日までの間に事実が

生じた出産祝金、入学・卒業祝金、銀婚祝金、リフレッシュ助成金及び保健活動助成（以下「出産祝金

等」という。）の給付の請求ができるものとする。 

４ 前項の出産祝金等の給付等の条件、額、請求書類等は、給付の種類に応じて、理事長が別に定める。 

   附 則 

１ この規程は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この規程による改正後の財団法人岩手県職員互助会事業規程のうち介護休暇給付金の規定は、平成 13

年 1 月 1 日から適用する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 14 年 4 月 1 日（以下「施行日」とういう。）から施行する。 

２ この規程の施行日前に給付事由が生じたリフレッシュ助成金については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は、平成 15 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 事実発生の日が、この規程の施行日以前のものに係る出産祝金、付添看護料、結婚祝金、入学・卒業

祝金、銀婚祝金、永年勤続祝金、眼鏡助成金、リフレッシュ助成金の適用については、なお従前の例に

よる。 

   附 則 

１ この規程は、平成 16 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 事実発生の日が、この規程の施行日以前のものに係る会員療養給付金及び家族療養給付金の適用につ

いては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、平成 16 年６月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 17 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、別表中、退職者

懇談会事業に係る改正規程は、平成 17 年 3 月 25 日から施行する。 

２ この規程の施行日前の育児休業期間に係る育児休業給付金については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は、平成 18 年 4 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規程の施行日前に給付事由が生じた入院見舞金、生活習慣病予防検診等助成、単身赴任者リフレ

ッシュ助成金及び厚生福利事業にあっては、なお従前の例による。 

３ この規程による改正前の規程に基づく福利厚生事業において、平成 17 年度に付与されたポイントの

全部又は一部を当該年度内に使用しなかった会員にあっては、平成 18 年度中に助成対象事業を実施し

た場合に限り、未使用ポイントの範囲内で当該事業に係る助成金の請求ができるものとし、その給付項

目及び請求方法等にあっては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
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 附 則 

この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 23 年 3 月 28 日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 25 年 1 月 1 日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、一般財団法人岩手県職員互助会の設立の登記の日から施行する。 

２ 事実の発生の日が、この規程の施行日以前に係るものについての別表の適用については、なお従前の

例による。 
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別表（第３条関係） 

事業の種類 事業の要件 事 業 内 容 提出書類 

会員療養給付金  会員が、地方公務員等

共済組合法（昭和 37 年

法律第 152 号）第 57 条

及び第 59 条の規定に基

づき、医療機関又は薬局

から療養の給付を受けた

とき。 

 療養に要した費用について、一部負

担金を支払った場合における当該一部

負担金の額から地方職員共済組合の一

部負担金払戻金及び高額療養費並びに

他の法令の規定又は地方公共団体の条

例等により国又は地方公共団体の負担

する療養又は療養費（以下「公費負担

額」という。）を控除した額が、3,500

円（共済組合の合算高額療養費が支給

される場合は 7,000 円）を超える場合

にその超える金額に相当する額。 

提出不要 

 

家族療養給付金  会員の被扶養者が、地

方公務員等共済組合法

（昭和 37 年法律第 152

号）第 57 条及び第 59 条

の規定に基づき、医療機

関又は薬局から療養の給

付を受けたとき。 

 療養に要した費用について、一部負

担金を支払った場合における当該一部

負担金の額から地方職員共済組合の家

族療養費附加金及び高額療養費並びに

公費負担額を控除した額が、3,500 円

（共済組合の合算高額療養費が支給さ

れる場合は 7,000 円）を超える場合に

その超える金額に相当する額。 

提出不要 

 

弔 慰 金 会員等が死亡したと

き。 

１ 会 員      500,000 円 

２ 配偶者      100,000 円 

３ 配偶者以外の被扶養者   50,000 円 

４ 配偶者の被扶養者として認定され

ている会員の子   50,000 円 

       

理事長が別に

定める 

遺児育英資金  会員が死亡したとき

に、高等学校卒業以前の

遺児、高等学校と同程度

の学校及び専修職業訓練

校に在学中の被扶養者で

ある遺児があるとき。 

遺児１人当り     500,000 円 

 

 

遺児育英資金

請求書 

（様式第２号） 
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災 害 見 舞 金  会員がその住宅家財に

災害を受けたとき。 

 次の各号に掲げる損害の程度に応じ

該当各号に掲げる額 

１ 住居及び家財の全部が焼失し、又

は滅失したとき(これと同程度の損

害を受けたときを含む。)。500,000

円 

２(1) 住居及び家財の２分の１以上が

焼失し、又は滅失したとき（こ

れと同程度の損害を受けたとき

を含む。）。 

 (2) 住居又は家財の全部が焼失し、

又は滅失したとき(これと同程度

の損害を受けたときを含む。)。 

300,000 円 

３(1) 住居及び家財の３分の１以上が

焼失し、又は滅失したとき(これ

と同程度の損害を受けたときを

含む。)。 

 (2) 住居又は家財の２分の１以上

が焼失し、又は滅失したとき(こ

れと同程度の損害を受けたとき

を含む。)。 

200,000 円 

４ 住居又は家財の３分の１以上が焼

失し、又は滅失したとき(これと同程

度の損害を受けたときを含む。)。 

 100,000 円 

５ 住居又は家財の５分の１以上が焼

失し、又は滅失したとき(これと同程

度の損害を受けたときを含む。)。 

 50,000 円 

理事長が別に

定める。 

介護休暇給付金  会員が職員の勤務時

間、休日及び休暇に関す

る条例（平成 6 年岩手県

条例第 57 号）第 16 条の

規定に基づき、介護休暇

を取得したとき。 

１ 対象の範囲 

  介護休暇を取得した会員のうち、

次に掲げる者の病気又は負傷による

介護をした場合 

 (1) 被扶養者 

 (2) 会員の配偶者(届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。)又は一親等の親族

（子の配偶者を除く。）で被扶養者

でない者 

２ 給付期間 

  介護休暇取得期間 

介護休暇給付

金請求書 

（様式第４号） 
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３ 給付額 

  1日につき給料日額の 100分の 60

に相当する金額。ただし、給料の一

部を受けた場合は、地方公務員等共

済組合法第 71 条に準ずる調整をす

るものとするとともに、地方職員共

済組合から同一の介護休暇について

給付があった場合は、その額を減額

して給付する。 

保健活動助成  会員及びその被扶養者

並びに退会者（会員であ

った職員で退職した者）

及びその被扶養者が、清

温荘又はエスポワールい

わてを 1 泊 2 日（2 食付）

で利用するとき。 

１ 会員及びその被扶養者 

(1) 清温荘宿泊利用券 

   利用者 1 人につき 1,600 円 

 (2) エスポワールいわて宿泊利用券 

   利用者 1 人につき 500 円 

２ 退会者及びその被扶養者 

  退会者及びその被扶養者を合わせ

て１年度間 清温荘又はエスポワー

ルいわての利用４人（回）まで  

１人（回）につき 1,000 円 

理事長が別に

定める。 

会員及びその被扶養者

が、清温荘を入浴利用す

るとき。 

会員 1 人につき 1 年度間  

 500 円の入浴助成券２枚まで 

 

理事長が別に

定める。 

生きがい対策 

支 援 助 成 金 

 会員が運営規則第 4 条

第 2 項の規定に該当した

とき。 

掛金累計額の 100 分の 20 程度の金

品を給付。 

（給付方法等については理事長が別に

定める。） 

理事長が別に

定める 

育児支援交付金

（小学校入学祝金）  

会員の子が小学校に入

学したとき 

 

子１人につき     20,000 円 小学校入学祝

金請求書（様式

第８号） 

誕 生 祝 金 会員が出産したときま

たは配偶者（会員を除

く。）が出産したとき。 

子１人につき     30,000 円 誕生祝金請求

書 

（様式第６号） 

キャリアアップ 

支 援 交 付 金 

会員が勤続 15 年及び

25 年を経過したとき。 

１ 勤続 15 年を経過した日の属する

年度 

     20,000 円 

２ 勤続 25 年を経過した日の属する

年度 

     40,000 円 

理事長が別に

定める。 

インフルエンザ

予防接種助成金 

会員が理事長の定める

インフルエンザ予防接種

を受けたとき。 

予算の定めるところによる。 理事長が別に

定める。 

結婚サポート助

成金 

 会員が理事長の定める

結婚活動を行ったとき。 

予算の定めるところによる。 理事長が別に

定める。 

退職者懇談会事

業 

 会員が年度末に勧奨又

は定年退職するとき。 

 理事長が別に定める。 提出不要 
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様式第１号 
 

弔慰金請求書 決定額 
※      円 

共 済 組 合 員 証 番 号               会 員 氏 名             所 属 機 関 名             

地・岩手 

         

所属機関コード（      ） 

死 亡 者 氏 名          死亡者生年月日 年   月   日 

死 亡 年 月 日         

 年号 

   

  年   月   日 

性別及び続柄        性別（男・女） 続柄 

埋（火）葬年月日 年  月  日 死 亡 場 所        

 

請 求 金 額         円 死 亡 の 原 因        

 

  上記のとおり請求します。 

     年  月  日 

   一般財団法人岩手県職員互助会理事長 様 

                             住 所 

                         請 求 者     

                             氏 名             

共 済 組 合 の 埋 葬

料・家族埋葬料の支

給の有無 

※埋葬料・家族埋葬料・被扶養者

外のため支給しない 
支 給 区 分        

１ 本人 

２ 配偶者 

３ 被扶養者 

４ その他 

 区分 

 ※ 

（注）１ ※印欄は記入しないこと。 

   ２ 被扶養者でない配偶者または子が死亡したときは、続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本 

（写し可）を添付すること。 

    ３ 被扶養者でない遺族が請求するときは、続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本（写し可）

を添付すること。 
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様式第２号 

 

遺児育英資金請求書 決定額 
※      円 

共 済 組 合 員 証 番 号               会 員 氏 名             所 属 機 関 名             

地・岩手          

所属機関コード（      ） 

死 亡 年 月 日         

 年号 

 4・5 

  年   月   日 

請 求 金 額                     円 

遺 児 氏 名           

生 年 月 日        
年  月  日生 

（     歳） 

年  月  日生 

（     歳） 

年  月  日生 

（     歳） 

住 所           

元会員との続柄    

学 校 名           

学 年           

  上記のとおり請求します。 

     年  月  日 

   一般財団法人岩手県職員互助会理事長 様 

                             住 所 

                         請 求 者     

                             氏 名              

                         会員との続柄        

（注）１ ※印欄は記入しないこと。 

   ２ 義務教育以外の学校に在学しているときは、当該学校に在学していることがわかる証明書等又

はその写しを添付すること。 

   ３ 被扶養者でない遺族が請求するときは、続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本（写し可）

を添付すること。 
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様式第３号 
 

災害見舞金請求書 決 定 額 
 ※       円 

共 済 組 合 員 証 番 号               会 員 氏 名             所 属 機 関 名             

地・岩手          

所属機関コード（      ） 

罹 災 年 月 日         

 年号 

  5 

  年   月   日 

罹 災 の 種 類        

 

罹 災 の 場 所         

 

損害の程度 

住居 

 自家 

 

 借家 

請 求 金 額         円 家財 

 

  上記のとおり請求します。 

     年  月  日 

   一般財団法人岩手県職員互助会理事長 殿 

                             住 所 

                   請 求 者              

                             氏 名            

  共済組合災害見舞金について 

 共済組合が認定した損害の程度 
  ※ 損害の程度 

  被扶養者でない遺族が請求するときは、続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本（写し可）を添付

すること。 

 

（注）※印欄は記入しないこと。 
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様式第４号                                         

（表） 

 

介護休暇給付金請求書 決 定 額 
 ※       円 

共 済 組 合 員 証 番 号               会 員 氏 名             所 属 機 関 名             

地・岩手         

所属機関コード（      ） 

介 護 休 暇 取 得         

期     間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

要介護者の 

氏名及び続柄 
（続柄          ） 

給 料 月 額         

 （      職） 

       級   号給 

              円 

※給付対象月 ※給付日数 

年  月 日 

請 求 期 間         
年  月  日から 

年  月  日まで 
請 求 金 額              円 

   介護休暇取得により給料の減額の対象となった日（○印を付けること。） 

                月分      日 

  曜日   曜日   曜日   曜日   曜日   曜日   曜日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

２９ ３０ ３１     

  上記のとおり請求します。 

     年  月  日 

   財団法人岩手県職員互助会理事長 殿          住 所 

                               請 求 者     

                              氏 名            

（注）１ ※印欄は記入しないこと。 

   ２ 請求書は、月毎に別葉とすること。 

   ３ 裏面に所属機関の長又は給与事務担当者の証明を受け、互助会に提出のこと。 
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（裏） 

年  月  日から  年  月  日まで 

介護休暇取得により、その期間に支払った金額は次

のとおりである。 

計算式 

 

介護休暇取得により給料の減額の対象となった日

に○印を付ける。 

 

  月分     日 

  

曜
日 

  

曜
日 

  
曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

 支給額        円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 

所属機関の長 
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

又は １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

給与事務担当者 職 氏名          ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

 
２９ ３０ ３１     

※ 

掛金の標準となった給料月額        

 

給料日額 

（該当日に○印を付ける。） 

       

月分     日 

円 ÷ ２２＝   円→     円 

（10 円未満四捨五入）   

曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

  

曜
日 

 

給料日額          給付日額 

円 × ６／１０ ＝      円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 

給付日額    給付日数    給付額 
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

円 ×    日 ＝      円 １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 

 

給 付 額    控 除 額    給付決定額 
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

円－     円 ＝      円 
２９ ３０ ３１     

※  支 給 開 始 日          ※  前 回 支 給 分           ※  今 回 支 給 分           

年  月  日 から 年  月  日 分まで 年  月  日 分まで 
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様式第５号 

 

生 き が い 対 策 支 援 助 成 金 請 求 書                                    

 

請求者氏名  元会員氏名  

 

請求者の住所 

 〒   

 

                            ℡  

資格喪失時の所属所 

 

 

 

資格喪失年月日 令和  年 月 日 資格喪失事由   

  上記のとおり請求します。 

   一般財団法人岩手県職員互助会理事長 様 

    令和  年  月  日 

                    請求者氏名                     

                    会員との続柄 （  ） 

（注）１ 『元会員氏名』欄は、元会員以外が請求する場合に記入すること。 

   ２ 『資格喪失事由』欄は、「退職」、「他互助会へ転出」、「死亡」、「国へ出向」等詳しく記入するこ

と。 
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様式第６号 

 誕 生 祝 金 請 求 書 決定額  
※ 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

円 

共済組合員証番号 請 求 者 氏 名 所属機関名 

地・岩手         

 

所属機関コード（     ） 

配偶者が会員のとき 

配偶者の共済組合員証番号 

配偶者が会員のとき

配 偶 者 の 氏 名 

配偶者が会員のとき 

配偶者の所属機関名 

地・岩手         

 

所属機関コード（     ） 

請 求 金 額 （円）                        円 

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ）    

子 の 氏 名 
   

生 年 月 日 Ｈ・Ｒ  年  月  日 Ｈ・Ｒ  年  月  日 Ｈ・Ｒ  年  月  日 

性 別 １ 男 ・ ２ 女 １ 男 ・ ２ 女 １ 男 ・ ２ 女 

 

上記のとおり請求します。 

 

        年    月   日 

    一般財団法人岩手県職員互助会理事長 様 

 

                     住   所 

                     請求者氏名                  

 

（注）１ 子の両親とも会員のときは、出産をした会員が請求すること。 

２ 対象の子が、会員の共済組合における被扶養者でない場合は、母子手帳の写し（親子関係のわ

かるページ）を印刷すること。 

３ ※印欄は記入しないこと。 
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様式第７号 

 

キャリアアップ支援交付金請求書 

決定額 
※ 

 
     円 

共済組合組合員証記号番号 会 員 氏 名 所 属 機 関 名 

地･岩

手 
         

 

所属機関コード（       ） 

県職員としての 

採 用 年 月 日 

年号ｺｰﾄﾞ  年  月  日 

 
       

交付要件を具備した

日 

(月日は、採用月日に同

じ) 

年号ｺｰﾄﾞ  年  月  日  ※   

       
採 用

後 
  年を経過 

 

上記のとおり、勤続  年を経過したので、交付金を請求します。 

（交付額：勤続 15年を経過した日の属する年度 ２万円、勤続 25 年を経過した日の属する年度 ４万円） 

 

 

一般財団法人岩手県職員互助会理事長 様 

 

  年  月  日 

 

住 所                              

請求者 

氏 名                              

（注） ※印欄は記入しないでください。 
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様式第８号 

 

小学校入学祝金請求書 決定額  
※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

共済組合員証番号 会  員  氏  名 所属機関名 

地・岩手         

 

所属機関コード（      ） 

請 求 金 額 （円）     円 

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ）    

入 学 者 氏 名 
   

入学者生年月日   年  月   日    年  月  日    年  月  日 

性 別 １ 男 ・ ２ 女 １ 男 ・ ２ 女 １ 男 ・ ２ 女 

続 柄    

入 学 の 学 校 名    

 

上記のとおり請求します。 

    年  月  日 

   一般財団法人岩手県職員互助会理事長 様 

 

                     住  所  

                      

会員氏名              

  

 

（注）１ 被扶養者でない子の場合は、戸籍抄本（コピーでも可）を添付すること。 

   ２ 子の両親とも会員のときは、それぞれ請求すること。 

３ ※印欄は記入しないこと。 
 

 

 


